
第２号様式（第６条関係）

申請者　住　　所

　　　　氏　　名

　　清掃して予定時刻までに貸出場所へ返却し使用報告書を提出します。

□８　返却予定時刻を超過する恐れが生じた場合は、貸出場所に連絡し指示を受けます。

□９　車いす専用車の故障や悪天候等のやむを得ない事由により、車いす専用車の貸出が

　　中止となる場合があることを理解し、中止となったことに対する補償は求めません。

□４　車いす専用車は、操作方法に従って安全な使用に努めます。

□５　車いす専用車を営利目的には使用しません。また、許可を受けた目的以外に使用し

□７　申請者（使用責任者）又は運転手は、使用後、車いす専用車が汚損した場合は洗浄、

□３　運転手は、車いす専用車を運転した結果、第三者に損害を与えた場合及び車いす専

　　用車に損害が生じた場合は、第三者及び社会福祉法人あま市社会福祉協議会の責めに

　　たり、第三者へ転貸しません。

□６　申請者（使用責任者）又は運転手は、車いす専用車の使用中に事故等が発生した場

　　合は、速やかに貸出場所に報告し指示を受けます。

　　帰すべき事由により生じた部分を除き、損害賠償等の一切の責任を負います。

　社会福祉法人あま市社会福祉協議会長　様

誓　約　書

□２　運転手は、道路交通法及びその他の関係法令を遵守しこれに違反しません。

　　　　　　　　　　　　　　　㊞

令和　　年　　月　　日

　　車いす専用車を使用するにあたり、下記事項を履行することを誓約致します。

記

□１　申請者（使用責任者）は、車いす専用車の使用中、善良な管理者の注意をもって適

　　切な管理を行います。


